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投資信託取引約款 
 

第1章 投信取引 

 

１．約款の趣旨 

(1) この約款は、兵庫県信用組合（以下「当組合」といいます。）が取扱う投資信託受益権（以下「投

資信託」といいます。）の取得、解約等にかかる取引、自動継続投資(累積投資)取引および証券振替

決済口座管理規定（以下「口座管理規定」といいます。）に基づく取引（以下これらの取引を「投信

取引」といいます。)について、お客さまと当組合との間の権利義務関係を明確にすることを目的と

するものです。 

(2) お客さまは、投信取引を行う場合には、この約款のほか、別途定める次の①から③の規定および約

款の定めるところにより行うものとします。また、お客さまが、投信取引を行うにあたって「特定口

座」を利用される場合には④の約款の定めるところにより利用するものとし、少額投資非課税制度

（ＮＩＳＡ制度）を利用される場合には⑤の約款の定めるところにより利用するものとし、電子交付

書面等のお取扱いについては⑥の規定の定めるところにより利用するものとします。 

 ① 証券振替決済口座管理規定 

 ② 自動継続投資約款 

 ③ しんくみ投資信託自動積立規定 

 ④ 特定口座約款 

 ⑤ 非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款 

 ⑥ 国債・投資信託取引に関する書面の電子交付規定 

                                                                                            

２．投信取引の申込方法等                                                                       

(1) お客さまは、当組合所定の有価証券取引申込書に必要事項を記入のうえ、記名押印し、これを当組

合の本支店(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって、投信取引を申込むものとし、当

組合が承諾した場合に限り、投信取引を開始することができます。                        

(2) お客さまが(1)のお申込みをされる場合には、投信取引にかかる投資信託の解約金、償還金、収益

分配金の入金および取得代金、手数料、消費税等(以下「取得代金等」といいます。)または取得代金

等の不足額の引落しのための金銭の受渡決済を行うため、あらかじめ第２章に定める指定預金口座を

指定してください。 

(3) (1)の申込書に使用された印章および記載された氏名または名称、代理人、住所等をもってお客さ

まの届出の印鑑、氏名または名称、代理人、住所等とします。ただし、届出の印鑑は、指定預金口座

と同一の印章に限ります。 

(4) お客さまが(1)のお申込みをされる際、当組合は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規

定に従い、取引時確認を行わせていただきます。 

 

２の２．共通番号の届出 

   お客さまは、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（以下

「番号法」といいます。）」その他の関係法令の定めに従って、投信取引の口座を開設するとき、共通

番号（番号法第２条第５項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。）の

通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客さまの共通番号を当組合にお届

出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます 

 

３．自己責任の原則 

お客さまは、投資信託約款、交付目論見書（投資信託説明書）および補完書面、本約款の内容を充分

理解したうえで、お客さま自らの判断と責任において投信取引を行ってください。                   

また、投資信託の取得に際しては、当該投資信託にかかる交付目論見書（投資信託説明書）の交付を

受け、その内容を確認のうえ、お申込みください。                                             
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４．取得および解約の申込場所                                                                 

 (1) 投資信託の取得および解約のお申込みは取扱店とします。    

  (2) 取扱店以外の本店、支店で取得および解約の申込みはできません。 

 

５．取得の取扱い                                                                            

(1) 取得のお申込みをされる場合には、当組合所定の申込書に氏名または名称、年月日、投資信託名、

数量または金額等の必要事項を記入のうえ、記名押印し、取得代金等とともにお申込みください。当

組合は、お申込みの投資信託ごとに定められた受渡日に精算を行います。なお、申込時に当組合が受

領した金銭に対しては利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。     

(2) 投資信託の取得の申込みがあった場合には、当該交付目論見書（投資信託説明書）記載の方法また

は当組合所定の方法により遅滞なく当該投資信託の買付を行います。この場合、当該投資信託の交付

目論見書（投資信託説明書）において申込不可能日とされている日には、取得のお申込みはできませ

ん。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投

資対象国における非常事態による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）がある場合は、当該投

資信託の交付目論見書（投資信託説明書）に従って、取得のお申込みの受付けが中止され、既に行わ

れた取得のお申込みが取消される場合があります。  

                                                                                               

６．解約の取扱い                                                                            

(1) 解約のお申込みをされる場合には、当組合所定の申込書に氏名または名称、年月日、投資信託名、

数量または金額等の必要事項を記入のうえ、記名押印し取扱店にご提出ください。ただし、投資信託

によっては解約ができない期間があるものもあります。  

(2) 解約代金は、投資信託ごとに定められた受渡日に、指定預金口座に入金します。    

(3) 投資信託の解約の申込みについては、当該投資信託の交付目論見書（投資信託説明書）において申

込不可能日とされている日には、解約のお申込みはできません。また、金融商品取引所等における取

引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非常事態による市場の

閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）がある場合は、当該投資信託の交付目論見書（投資信託説明書）

に従って、解約のお申込みの受付けが中止され、既に行われた解約のお申込みが取消される場合があ

ります。    

 

７．収益分配金の取扱い                                                       

(1) 収益分配金は、投資信託ごとに定められた日に、指定預金口座に入金します。 

(2) 投資信託によっては、(1)に定める収益分配金の指定預金口座への入金の代わりに、自動継続投資

約款の規定により収益分配金の再投資を選択することもできます。 

  (3) なお、当組合が取扱う投資信託によっては、どちらか一方に限定して取扱うものがあります。 

                                                                                              

８．償還金の取扱い                                                                          

償還金は、投資信託ごとに定められた日に、指定預金口座に入金します。         

                                                                                              

                                                                                              

                                   第2章   指定預金口座                                    

                                                                                              

９．定 義                                                                                    

指定預金口座とは、お客さまが当組合における投信取引にかかる投資信託の解約金、償還金、収益分

配金等の入金および取得代金等または取得代金等の不足額の引落しのための金銭の受渡決済口座として、

お客さまがあらかじめ指定した預金口座をいいます。          

 

10．指定預金口座の取扱い  

指定預金口座は、取扱店のお客さま名義の普通預金口座または当座勘定取引口座とします。 
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11．指定預金口座の変更                                                                        

指定預金口座を変更する場合には、当組合所定の書面によってお届けください。ただし、変更後の口

座は、取扱店にあるお客さま名義の普通預金口座または当座勘定取引口座で同一の印鑑を届け出ている

ものに限ります。             

                                                                                               

12．指定預金口座における受渡精算方法                                                          

(1) 当組合は、お客さまの投信取引により生じる当組合のお客さまあての金銭の支払いのすべてを指定

預金口座へ入金します。                                             

(2) お客さまの投信取引により生じるお客さまの当組合あての金銭のお支払いについては、お客さまか

らの依頼にもとづき、指定預金口座からの自動引落しの方法により当組合所定の支払日、時限までに

お支払いください。                                                              

ただし、支払方法について別に当組合が指定した場合は、その方法に従ってお支払いください。 

 

                                                                                               

第3章   雑 則 

                                                                                              

13．反社会的勢力との取引拒絶 

  この約款に定める投信取引は、14．(4)のいずれにも該当しない場合に利用することができるものと

し、ひとつでも該当する場合には、当組合は投信取引をお断りするものとします。 

 

14．解 約 

(1) この約款に基づく契約は、お客さまのお申し出によりいつでも解約することができます。解約する

際には、当組合所定の日までに当組合所定の方法でその旨を取扱店にお申し出ください。 

(2) 次のいずれかに該当する場合は、当組合はいつでもこの約款に基づく契約を解約することができま 

す。 

① お客さまについて相続の開始があったとき 

② お客さまがこの約款の定めに違反したとき 

③ やむを得ない事由により、当組合が解約を申し出たとき 

(3) お客さまに一定期間、投資信託の口座管理残高がないなど、法令諸規則に照らして合理的な事由が

ある場合には、当組合はお客さまに通知することによりこの約款に基づく契約を解約することができ

ます。 

(4) 次のいずれかに該当すると当組合が判断し、お客さまと取引を継続することが不適切である場合に

は、当組合は投信取引を停止し、またはお客さまに通知することにより、この約款に基づく契約を解

約することができるものとします。 

 ① お客さまが、当組合との取引開始時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した

場合 

 ② お客さまが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成

員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これら

に準ずる者（以下「暴力団員等」といいます。）に該当し、または次のいずれかに該当することが

判明した場合 

  イ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

  ロ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

  ハ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって

するなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 

  ニ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められ

る関係を有すること 

  ホ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有す

ること 
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 ③ お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合 

  イ 暴力的な要求行為 

  ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

  ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

  ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を

妨害する行為 

  ホ その他イからニに準ずる行為 

                                                                                              

15．免責事項                                                                                  

    当組合は、次に掲げる損害について、その責任を負いません。                         

① 当組合所定の依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照

合し、相違ないものと認めて、この投信取引に基づく投資信託の振替えまたはその収益分配金を支

払ったことにより生じた損害               

② 所定の手続きにより振替えのお申し出がなかったため、または使用された印影が届出の印鑑と相

違するために、この投信取引に基づく投資信託の振替えまたはその収益分配金を支払わなかったこ

とにより生じた損害                                               

③ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当組合の責めによらない事由によりお申し

出の取扱いにただちに応じられない場合、または失効および不能となった場合、このために生じた損

害                                  

④ ③の事由により、投資信託の償還金、収益分配金または解約、買取り代金等(以下「償還金等」

といいます。)の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害      

⑤ 届出事項の変更、印章等を失ったにもかかわらず、お客さまが当組合所定の手続きによってただ

ちに当組合にお届けをされなかったことにより生じた損害    

⑥ 金銭を指定預金口座に入金したのちに生じた損害                                                                                                                                         

 

16．届出事項の変更                                                                        

(1) 改名、転居ならびにお届けの印章、個人番号等の変更など届出事項に変更があったとき、または印

章等を失ったときは、お客さまはただちに当組合所定の手続きによって取扱店にお届けください。こ

の場合、当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。                    

(2) 届出のあった住所等にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着または到達し

なかったときでも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。                     

  

17．成年後見人等の届出 

(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときは、ただちに成年後見人等の氏名そ

の他の必要な事項を書面によって取扱店にお届けください。お客さまの成年後見人等について、家庭

裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。            

(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときは、ただちに任意後見人の氏名その

他の必要な事項を書面によって取扱店にお届けください。                                   

(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされてい 

るときにも、(1)ないし(2)と同様に取扱店にお届けください。                              

(4) (1)から(3)までの届出事項に取消または変更が生じたときにも同様に取扱店にお届けください。 

(5) (1)から(4)までの届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。        

                                                                                              

18．個人情報等の取扱い 

  米国政府および日本政府からの要請により、当組合は、お客さまが外国口座税務コンプライアンス法

（ＦＡＴＣＡ）上の報告対象として次のいずれかに該当する場合および該当する可能性があると当組合

が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客さまの情報（氏名または名称、住所また

は所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指

定する情報）を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の交付をもって、お客さまの当該
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情報が米国税務当局へ提供されることおよび当該提供に必要なお客さまの情報（米国納税者番号等）を

お客さまが開示することについて同意していただいたものとして取扱います。 

  ① 米国における納税義務のある個人、法人またはその他の組織 

  ② 米国における納税義務のある個人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織 

  ③ ＦＡＴＣＡの枠組みに参加していない金融機関（米国内国歳入法第1471条および第1472条の適用

上、適用外受益者として扱われる者を除きます。） 

 

19．合意管轄 

  この約款に関するお客さまと当組合との間の訴訟については、当組合の本店または支店の所在地を管

轄する裁判所もしくは東京地方裁判所の中から、当組合が管轄裁判所を指定できるものとします。 

 

20．この約款の変更 

 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の4 

の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の約款の内容ならびにその効力 

発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当組合ホームページまたはその他相当の方法により周知し

ます。 

 

                                                                                              

                                                                                      以 上 

 

 

 

    平成１８年 ９ 月 １ 日  制定                                                              

    平成１９年１０月 １ 日  改正 

  平成２１年 ４ 月 １ 日 改正 

  平成２７年 １ 月 １ 日  改正 

  平成２７年 ７ 月 １ 日 改正 

  平成２８年 １ 月 １ 日 改正 

  令和 ２ 年 １ 月１４日 改正 

  令和 ２ 年 ４ 月 １ 日 改正 

  令和 ６ 年１１月 １ 日 改正 

  令和 ７ 年１２月２７日 改正 
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証券振替決済口座管理規定 
 

１．この規定の趣旨 

(1) この規定は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「振替法」といいます。）に基づく振替制度

において取扱う国債および投資信託受益権（以下「投資信託」といいます。）にかかるお客さまの口

座（以下「振替決済口座」といいます。）を兵庫県信用組合（以下「当組合」といいます。）に開設す

るに際し、当組合とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。 

(2) この規定における振替機関とは、振替法の定めるところにより国債については日本銀行、投資信託

については株式会社証券保管振替機構（以下「機構」といいます。）を指します。 

(3) 投資信託の範囲については、機構の社債等に関する業務規程に定めるものとします。 

 

２．振替決済口座 

(1) 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当組合が備え置く振替口座簿において開設し

ます。 

(2) 振替決済口座には、国債については日本銀行が定めるところにより種別ごとに内訳区分を設け、投

資信託については機構が定めるところにより内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的で

ある国債または投資信託の記載または記録をする内訳区分（以下、投資信託の場合は「質権口」とい

います。）と、それ以外の国債または投資信託の記載または記録をする内訳区分（以下、投資信託の

場合は「保有口」といいます。）とを別に設けて開設します。 

(3) 当組合は、お客さまが国債または投資信託について権利を有するものに限り振替決済口座に記載ま

たは記録します。 

 

３．振替決済口座の開設 

(1) 振替決済口座の開設にあたっては、あらかじめ、お客さまから当組合所定の「証券振替決済口座設

定申込書」によりお申込みいただきます。その際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の規

定に従い、取引時確認を行わせていただきます。 

(2) 当組合は、お客さまから「証券振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受

け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客さまにその旨を連絡します。 

(3) 振替決済口座は、この規定によるほか、振替法その他の関係法令および振替機関が定める業務規程

その他の定めに従って取扱います。お客さまには、これら法令諸規則および振替機関が講ずる必要な

措置ならびに振替機関が定める業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をも

って、当該約諾にかかる書面の提出があったものとして取扱います。 

 

４．契約期間等 

(1) この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する３月末日までとします。 

(2) この契約は、お客さまからのお申し出または当組合から申し出のない限り、期間満了日の翌日から

１年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。 

 

５．当組合への届出事項 

「振替決済口座設定申込書」に押なつされた印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、

代表者の役職氏名、個人番号または法人番号をもって、お届出事項とします。 

 

６．振替の申請 

(1) お客さまは、振替決済口座に記載または記録されている国債または投資信託について、次の①から

⑦のいずれかに該当する場合を除き、当組合に対し、振替の申請をすることができます。 

① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの 

② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れにかかるものその他振替機関が定めるもの 

③ 投資信託の収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うも

の（当組合の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。） 

④ 投資信託の償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間（以下「振替停

止期間」といいます。）中の営業日において振替を行うもの（当組合の口座を振替先とする振替の
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申請を行う場合を除きます。） 

⑤ 投資信託の償還日翌営業日において振替を行うもの（振替を行おうとする日の前営業日以前に当

組合の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。） 

⑥ 投資信託の販社外振替（振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替

のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。）を行うための振替の申請に

おいては次に掲げる日において振替を行うもの 

ア 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日（振替を行う日の前

営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。） 

イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日 

ウ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日（当組合の口座を振替先とする振替の申請を

行う場合を除きます。） 

エ 償還日前営業日（当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前

営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合にお

いては、当組合の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。） 

オ 償還日 

カ 償還日翌営業日 

⑦ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う投資信託の銘柄の取扱いをしていない等の理由

により、振替を受け付けないもの 

(2) (1)に基づき、お客さまが振替の申請を行うにあたっては、その４営業日前までに、次に掲げる事

項を当組合所定の依頼書に記入のうえ、届出の印章により記名押印してご提出ください。 

① 国債の場合には、当該振替において減額および増額の記載または記録がされるべき銘柄および金

額、投資信託の場合には、当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき銘柄お

よび口数 

② お客さまの振替決済口座において、国債の場合は減額の記載または記録がされるべき種別および

内訳区分、投資信託の場合は減少の記載または記録がされるのが保有口か質権口かの別 

③ 国債の場合は振替先口座、投資信託の場合は振替先口座およびその直近上位機関の名称 

④ 振替先口座において、国債の場合は増額の記載または記録がされるべき種別および内訳区分、投

資信託の場合は、増加の記載または記録がされるのが保有口か質権口かの別 

⑤ 振替を行う日 

(3) (2)①の金額または口数は、国債の場合はその最低額面金額の整数倍、投資信託の場合は１口の整

数倍（投資信託約款に定める単位（同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、

そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位）が１口超の整数の場合は、その単位の整数倍

とします。）となるよう提示しなければなりません。 

(4) 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、(2)③の提示は必要ありません。また、(2)

④については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。 

(5) 当組合に国債または投資信託の買取りを請求される場合、(1)から(4)の手続きをまたずに国債また

は投資信託の振替の申請があったものとして取扱います。 

 

７．他の口座管理機関への振替 

(1) 当組合は、お客さまからお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができま

す。ただし、投資信託の場合、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった

銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受付けない場合、当組合は振替の申し出を受付け

ないことがあります。また、当組合で国債または投資信託を受入れるときは、渡し方の依頼人に対し

振替に必要な事項（当組合および口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等。担保の設定の

場合は加えて、国債の場合は保有欄か質権欄かの別、投資信託の場合は保有口か質権口の別等）をご

連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。 

(2) (1)において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当組合所定の振替依頼書によ

りお申込みください。 

 

８．担保の設定 

お客さまの国債または投資信託について、担保を設定される場合は、当組合が認めた場合の担保の設
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定についてのみ行うものとし、この場合、振替機関が定めるところにしたがい、当組合所定の手続きに

よる振替処理により行います。 

 

９．みなし抹消申請または抹消申請の委任 

振替決済口座に記載または記録されている国債が償還された場合、お客さまから当組合に対して振替

法に基づく抹消の申請があったものとみなし、投資信託がお客さまの請求による解約、償還または信託

の併合が行われた場合、当該投資信託について、お客さまから当組合に対し振替法に基づく抹消の申請

に関する手続きを委任していただいたものとして当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせ

ていただきます。 

 

10．償還金、解約金、収益分配金および利金の代理受領等 

振替決済口座に記載または記録されている国債または投資信託（差押えを受けたものその他の法令の

規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。）の償還金（繰上償還金および定時償還

金を含みます。）、解約金、収益分配金および利金の支払いがあるときは、以下のとおり取扱います。 

① 国債においては、日本銀行が代理して国庫から受領してから、全国信用協同組合連合会を経由し

て当組合がお客さまに代わってこれを受領し、お客さまの指定口座に入金します。 

② 投資信託においては、当該投資信託の受託銀行から全国信用協同組合連合会を経由して当組合が

お客さまに代わってこれを受領し、お客さまの指定口座に入金します。 

 

11．お客さまへの連絡事項 

(1) 当組合は、国債または投資信託について、次の事項をお客さまにご通知します。 

① 国債の場合は最終償還期限、投資信託の場合は償還期限（償還期限がある場合に限ります。） 

② 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書

による報告 

③ 投資信託の場合、お客さまに対して機関から通知された事項 

(2) 前項の残高照合のための報告は、国債または投資信託の残高に異動があった場合に、当組合所定の

時期に年１回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知

する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるとき

は、すみやかに当組合の業務部に直接ご連絡ください。 

(3) 当組合が届出のあった氏名または名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送し

た場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 

(4) 当組合は、(2)の規定にかかわらず、お客さまが特定投資家（金融商品取引法第２条第 31 項に規定

する特定投資家（同法 34条の２第５項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同

法第 34 条の３第４項（同法 34 条の４第６項において準用する場合を含みます。）の規定により特定

投資家とみなされる者を含みます。）をいいます。）である場合であって、お客さまからの(2)に定

める残高照合のための報告（取引残高報告書による通知を含みます。以下(4)において同じ。）に関

する照会に対してすみやかに回答できる体制が整備されている場合には、当組合が定めるところによ

り残高照合のためのご報告を行わないことがあります。 

 

12．届出事項の変更手続き 

(1) 印章を失ったとき、または５．に定める届出事項に変更があったときは、ただちに当組合所定の方

法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」「戸籍抄本」「住民票の写し」等の書類のご

提出、または「個人番号カード」等のご提示を願うことがあります。 

(2) (1)により届出があった場合、当組合は所定の手続きを完了した後でなければ国債または投資信託

の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人

を求めることがあります。 

(3) (1)による変更後は、変更後の印影、住所、氏名または名称等をもって届出の印鑑、住所、氏名ま

たは名称等とします。 

 

13．口座管理料 

(1) 当組合は、お客さまが振替決済口座を開設された場合、その開設時および口座開設後１年を経過す
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るごとに所定の料金をいただくことがあります。 

(2) 当組合は、(1)の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、

料金のお支払いがないときは、償還金、解約金等、収益の分配金または利金の支払いのご請求には応

じないことがあります。 

(3) (1)の料金（以下「手数料」といいます。）は当組合所定の料率と計算方法により１年分を前払いす

るものとし、毎年４月の当組合所定の日に、お客さまの指定預金口座から、普通預金・総合口座通帳、

同払戻請求書または小切手によらず払戻しのうえ、充当するものとします。なお、当初契約期間の手

数料は、契約時に契約日の属する月を１ヵ月としてその月から月割計算によりお支払いください。 

(4) 手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続さ

れる契約期間から適用します。 

(5) 契約期間中に振替決済口座の解約があった場合は、解約日の属する月の翌月から期間満了日までの

手数料を月割計算により返戻します。 

 

14．当組合の連帯保証義務 

振替機関または全国信用協同組合連合会が、振替法等に基づき、お客さま（振替法第 11条第２項に定

める加入者に限ります。）に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行につい

ては、当組合がこれを連帯して保証いたします。 

(1) 国債（分離適格振替国債、分離元本振替国債または分離利息振替国債を除きます。）または投資信

託の振替手続きを行った際、振替機関または全国信用協同組合連合会において、誤記帳等により本来

の残額または口数より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定め

る超過記載または記録にかかる義務を履行しなかったことにより生じた国債または投資信託の超過分

（国債または投資信託を取得した者のないことが証明された分を除きます。）の償還金、解約金等、

収益分配金および利金の支払いをする義務 

(2) その他、振替機関または全国信用協同組合連合会において、振替法に定める超過記載または記録に

かかる義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務 

 

15．振替機関において取扱う投資信託の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知 

(1) 当組合は、機構が取扱う投資信託のうち、当組合が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があ

ります。 

(2) 当組合は、当組合における投資信託の取扱いについて、お客さまにその取扱いの可否を通知します。 

 

16．解約等 

(1) 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当組合から解約の通知

があったときは、ただちに当組合所定の手続きをとり、国債または投資信託を他の口座管理機関へお

振替えください。なお、７．において定める振替を行えない場合は、当該国債または投資信託を換金

し、現金によりお返しすることがあります。４．による当組合からの申し出により契約が更新されな

いときも同様とします。 

① お客さまから解約のお申し出があったとき 

② お客さまが手数料を支払わないとき 

③ お客さまがこの規定に違反したとき 

④ 当組合が定める一定期間以上の間、振替決済口座の残高がないとき 

⑤ お客さまが振替決済口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当組

合が解約を申し出たとき 

⑥ お客さまが暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、

当組合が解約を申し出たとき 

⑦ お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当組合が契約を継

続しがたいと認めて、解約を申し出たとき 

⑧ やむを得ない事由により、当組合が解約を申し出たとき 

(2) (1)による国債または投資信託の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した

日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、13．(2)に基づく解約金等は、遅延損害金に

充当しますが、不足額が生じたときは、ただちにお支払いください。 
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(3) 当組合は、(2)の不足額を引取りの日に 13．(3)の方法に準じて自動引落しすることができるものと

します。この場合、13．(2)に準じて解約金等から充当することができるものとします。 

(4) (1)に基づく換金に際しては、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている国債または投

資信託については、当組合の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行っ

たうえ、金銭により返還を行います。 

 

17．緊急措置 

法令の定めるところにより国債または投資信託の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急

を要するときは、当組合は臨機の処置をすることができるものとします。 

 

18．免責事項 

当組合は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 

(1) 12．(1)による届出の前に生じた損害 

(2) 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ない

ものと認めて国債または投資信託の振替または抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類につい

て偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害 

(3) 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、国債または投資信託の振替または抹消、そ

の他の取扱いをしなかった場合に生じた損害 

(4) 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当組合の責めによらない事由により記録設備

の故障等が発生したため、国債または投資信託の振替または抹消、その他の取扱いにただちには応じ

られない場合に生じた損害 

(5) (4)の事由により国債または投資信託の記録が滅失等した場合、または 10．による償還金等の指定

預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害 

(6) 17．の事由により当組合が臨機の処置をした場合に生じた損害 

 

19．この規定の変更 

この規定は、法令の変更または監督官庁ならびに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに、

民法第 548 条の４の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容

ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当組合ホームページまたはその他相当の

方法により周知します。 

 

 

平成２７年 ７ 月 １ 日 制定 

平成２８年 １ 月 １ 日 改正 

   平成２８年 ９ 月２８日 改正 

   令和 ２ 年 ４ 月 １ 日 改正 

   令和 ６ 年１１月 １ 日 改正 
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特定口座約款 
 

１．約款の趣旨 

(1) この約款は、お客さま（個人のお客さまに限ります。）が、租税特別措置法（以下「措置法」とい

います。）に規定する特定口座内保管上場株式等（この約款において「上場株式等」とは、措置法に

規定する上場株式等のうち、国内非上場公募投資信託受益権（以下「投資信託」といいます。）なら

びに国債（以下「公債」といいます。）をいいます。）の譲渡にかかる所得計算等の特例、および措

置法に規定する源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得計算および源泉徴収等の特例を受けるため

に、兵庫県信用組合（以下「当組合」といいます。）において設定する特定口座ならびに当該特定口

座（源泉徴収選択口座に限ります。）における上場株式等の配当等（お客さまと当組合との取引にお

いては、投資信託の収益分配金、公債の利子が該当します。以下同じ。）の受領に関する事項を定め

るものです。 

(2) お客さまと当組合との間における、各サービス、取引の内容や権利義務関係に関する事項について

は、諸法令およびこの約款に定めがあるときを除き、当組合の投資信託取引約款・規定集に基づき取

扱うものとします。 

 

２．特定口座の取扱い 

(1) 特定口座の開設を申込むにあたっては、あらかじめお客さまが当組合に、措置法に定める「特定口

座開設届出書」に必要事項を記入のうえ、記名押印し、これを当組合の本支店（以下「取扱店」とい

います。）に提出していただき、当組合が承諾した場合に特定口座が開設されます。その際、お客さ

まには、氏名、生年月日、住所および個人番号を告知していただき、当組合は、これらの当否を、住

民票の写し、運転免許証、個人番号カードなど、租税特別措置法施行令（以下「施行令」といいま

す。）に定める確認書類により確認させていただきます。 

(2) お客さまが当組合に特定口座を開設されるときは､あらかじめ証券振替決済口座管理規定に基づく

振替決済口座を当組合に開設していただく必要があります。 

(3) お客さまは、複数の特定口座を当組合に開設することはできません。 

(4) お客さまが特定口座にかかる上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収をご希望されるとき

は、その年最初の特定口座にかかる上場株式等の譲渡時までに、取扱店に措置法に定める「特定口座

源泉徴収選択届出書」を提出していただくものとします。また、当該「特定口座源泉徴収選択届出

書」が取扱店に提出された年の翌年以後の特定口座にかかる上場株式等の譲渡については、お客さま

から翌年以後最初の特定口座にかかる上場株式等の譲渡時までに、取扱店にお申し出のない限り、当

該「特定口座源泉徴収選択届出書」の提出があったものとみなします。なお、その年最初の特定口座

にかかる上場株式等の譲渡後は、当該年内に特定口座の源泉徴収の取扱いを変更することはできませ

ん。 

(5) お客さまが当組合に対して措置法に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」（以下

「配当等受入開始届出書」といいます。）を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当

等を措置法に規定する特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該

上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、お客さまは、その年の上場株式等の譲渡による所得に

ついて、源泉徴収を希望しない旨の申し出を行うことはできません。 

 

２の１．源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出 

(1) お客さまが、源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得計算および源泉徴収等の特例の適用を受け

るためには、特定口座を開設していただき際に、特定口座源泉徴収選択届出書を提出いただき、上

場株式等の配当等の支払確定日前の当組合が定める日までに、当組合に対して源泉徴収選択口座内

配当等受入開始届出書を提出していただく必要があります。 

(2) お客さまが、源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得計算および源泉徴収等の特例を受けること

をやめる場合には、上場株式等の配当等の支払確定日前の当組合が定める日までに、当組合に対し

て施行令で規定する源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書（以下「配当等受入終了届出書」と

いいます。）を提出していただく必要があります。 
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３．特定口座にかかる振替口座簿への記載または記録 

  特定口座にかかる上場株式等の振替口座簿への記載または記録は、特定保管勘定（措置法に定める特

定口座にかかる振替口座簿に記載または記録がされている上場株式等につき、当該振替口座簿への記載

または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。）において行い

ます。 

 

３の２．特定上場株式配当等勘定における処理 

  源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けら

れた特定上場株式配当等勘定（源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等につき、当

該上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定

をいいます。以下同じ。）において処理します。 

 

４．譲渡所得金額等の計算 

当組合は、特定口座における上場株式等の譲渡による所得金額の計算および源泉徴収選択口座内配当

等にかかる所得計算については、措置法およびその他関係法令の定めるところにより行います。 

 

５．特定口座で受入れる上場株式等 

当組合は、お客さまの特定口座に設けられた特定保管勘定には、次の上場株式等のみを受入れます。 

① お客さまが「特定口座開設届出書」を取扱店に提出後、当組合で購入の申込みをされた上場株式

等で、その取得後ただちにお客さまの特定口座に受入れるもの 

② 当組合以外の金融商品取引業者等に開設されているお客さまの特定口座で管理されている上場株

式等の全部もしくは一部（同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。）を所定の方法に

より当組合の特定口座に移管により受入れるもの（ただし、当組合が取扱いしていない銘柄等は受

入れしません。） 

③ お客さまが、贈与、相続（限定承認にかかるものを除きます。以下同じ。）または遺贈（包括遺

贈のうち限定承認にかかるものを除きます。以下同じ。）により取得した上場株式等のうち、当該

贈与をした者、当該相続にかかる被相続人または当該遺贈にかかる包括遺贈者が当組合に開設して

いた特定口座、もしくは措置法に規定する非課税口座（以下「非課税口座」といいます。）、また

は特定口座以外の口座にかかる振替口座簿に引続き記載または記録がされているもので、当組合所

定の方法によりお客さまの特定口座への移管により受入れるもの 

④ お客さまが、施行令の規定により開設された出国口座にかかる振替口座簿に引続き記載または記

録がされている上場株式等で、お客さまからの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により

当該出国口座から特定口座への移管により、そのすべてを受入れるもの 

⑤ お客さまが当組合に開設する非課税口座で管理されていた上場株式等で、所定の方法により、お

客さまが当組合に開設される特定口座への移管により受入れるもの 
⑥ ①～⑤のほか、施行令で規定する上場株式等 

 

５の１．源泉徴収選択口座に受入れる上場株式等の配当等の範囲 

(1) 当組合はお客さまの2.(4)に基づき源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定には、

措置法に規定する上場株式等の配当等（当該源泉徴収選択口座が開設されている取扱店にかかる振

替口座簿に記載または記録がされている上場株式等にかかるものに限ります。）で措置法の規定に

基づき当組合が所得税および住民税を徴収するものに限り受入れます。 

(2) 当組合が支払いの取扱いをする(1)の上場株式等の配当等のうち、当組合が当該上場株式等の配当

等をその支払いをする者から受取った後、ただちにお客さまに交付するものに限り、その交付の際

に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入れます。 

 

６．特定口座を通じた取引 

(1) 特定口座を開設されているお客さまが、当組合で行われる上場株式等の取引については、お客さま

から特にお申し出がない限り、特定口座を通じて行うものとします。 

(2) (1)にかかわらず、措置法に規定する非課税口座を開設されているお客さまが、上場株式等（当組
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合が取扱う投資信託で、当該口座での取引が可能なものに限ります。）の取引をされる場合には、当

該取引を当該非課税口座で行うか、特定口座で行うかを選択していただくものとします。ただし、非

課税口座を選択して、買付にかかる取引をすることができるのは、当該口座に、その年分の特定累積

投資勘定または特定非課税管理勘定が設定されており、受入れが可能な場合に限ります。 

 

７．源泉徴収等 

(1) 当組合は、お客さまから「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出していただいたときは、措置法お

よびその他関係法令の定めるところにより所得税および復興特別所得税の源泉徴収または還付、なら

びに住民税の特別徴収または還付を行います。 

(2) 当組合は、(1)により源泉徴収または特別徴収した税金について還付を行う場合、還付金はお客さ

まがあらかじめ指定した預金口座へ入金します。 

 

８．特定口座にかかる上場株式等の払出しに関する通知 

特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあったときは、当組合は、お客さまに対し、施

行令の定めるところにより当該払出しの通知を行います。 

 

９．年間取引報告書等の送付 

(1) 当組合は、措置法に定めるところにより、「特定口座年間取引報告書」を作成し、翌年１月31日ま

でにお客さまにお送りします。また、11．の規定により特定口座が廃止されたときは、特定口座を廃

止した日の属する月の翌月末日までに「特定口座年間取引報告書」をお客さまにお送りします。 

(2) 当組合は(1)の「特定口座年間取引報告書」を２通作成し、１通をお客さまにお送りし、１通を所

轄税務署に提出します。 

(3) (1)および(2)にかかわらず、お客さまの特定口座において上場株式等の譲渡または配当等の受入れ

がなかった年の「特定口座年間取引報告書」については、お客さまからの請求がない場合には、当組

合はお客さまに交付しないことができることとします。 

 

10．届出事項の変更 

(1) ２．に基づく「特定口座開設届出書」を取扱店に提出後、お客さまの氏名、住所等の当該「特定口

座開設届出書」の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した「特定口座異動届出

書」を取扱店にご提出ください。なお、その変更が氏名または住所、個人番号にかかるものであると

きは、施行令に定める確認書類を併せて提出していただきます。 

(2) お客さまが「特定口座源泉徴収選択届出書」を取扱店に提出されている場合で、当該源泉徴収の廃

止を希望されるときは、その年の最初に当該特定口座にかかる特定口座内保管上場株式等の譲渡をす

るときまでに、取扱店に「特定口座源泉徴収廃止届出書」を提出していただきます。 

 

11．特定口座の廃止 

(1) この契約は、次のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴いお客さまの特定口座は廃止

されるものとします。 

① お客さまから取扱店に、施行令に定める「特定口座廃止届出書」の提出があったとき 

ただし、当該特定口座廃止届出書の提出があった日前に支払いの確定した上場株式等の配当等で

提出を受けた日において当組合がお客さまに対してまだ交付していないもの（源泉徴収選択口座に

受入れるべきものに限ります。）があるときは、当該特定口座廃止届出書は、当組合がお客さまに

対して当該上場株式等の配当等の交付をした日（２回以上にわたって当該上場株式等の配当等の交

付をする場合には、これらの交付のうち最後に交付をした日）の翌日に提出されたものとみなしま

す。 

② 施行令に定める「特定口座開設者死亡届出書」の提出が取扱店にあり、相続または遺贈の手続き

が完了したとき 

③ お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなっ

たとき 

この場合、お客さまから当組合に施行令に定める「特定口座廃止届出書」の提出があったものと
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みなします。 

④ やむを得ない事由により、当組合がお客さまに解約を申し出たとき 

(2) (1)により特定口座が廃止されたときは、「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」の提出が

されていたとしても源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得計算および源泉徴収等の特例は適用され

ません。 

 

12．出国口座等 

(1) 11.(1)③に該当することとなるお客さまは、施行令で定める要件を満たす場合、出国前に当組合の

特定口座にかかる振替口座簿に記載または記録がされていた上場株式等のすべてにつき、当組合に開

設される出国口座にかかる振替口座簿に引続き記載または記録をすることにより、帰国後、当組合に

再び開設される特定口座に当該上場株式等を移管することができます。 

(2) (1)に定める取扱いを希望されるお客さまは、出国前に「特定口座継続適用届出書」を当組合に提

出し、帰国後、「特定口座開設届出書」および「出国口座内保管上場株式等移管依頼書」を当組合に

提出していただく必要があります。 

 

13．法令・諸規則の適用 

この約款に定めのない事項については、措置法、地方税法、関係政省令および諸規則の定めるところ

により行います。 

 

14．免責事項 

当組合の責めに帰すべきでない事由により、特定口座にかかる税制上の取扱い、この約款の変更等に

関しお客さまに生じた損害については、当組合はその責めを負わないものとします。 

 

15．特定口座にかかる事務 

特定口座に関する事項の細目については、関係法令およびこの約款に定める範囲内で、当組合が定め

るものとします。 

 

16．合意管轄 

この取引に関して訴訟の必要を生じたときは、当組合の本店または支店の所在地を管轄する裁判所も

しくは東京地方裁判所を管轄裁判所とします。 

 

17．この約款の変更 

この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548 条の

４の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の約款の内容ならびにその効

力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当組合ホームページまたはその他相当の方法により周知

します。   

以 上 
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附 則 

１．平成22年１月１日時点において当組合に特定口座を開設されているお客さまが2．(4)の規定によ

り「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出されている場合（同項の規定により提出があったものと

される場合を含みます。）には、この約款の交付をもってお客さまと当組合との間で平成22年１月

１日に「配当等受入開始届出書」を提出されたものとして取扱わせていただきます。 

２．前項に定めるお客さまが平成22年１月１日以後に特定口座での上場株式等の配当等の受領をご希

望されない場合には、平成22年１月１日前までに「配当等受入終了届出書」を当組合にご提出いた

だきます。 

 

平成１８年 ９ 月 １ 日 制定 

平成１９年１０月 １ 日  改正 

平成２１年 ４ 月 １ 日 改正 

平成２１年１２月 ３ 日 改正 

平成２６年 １ 月 １ 日 改正 

平成２７年 ７ 月 １ 日  改正 

平成２８年 １ 月 １ 日 改正 

令和 ２ 年 ４ 月 １ 日 改正    

令和 ６ 年１１月 １ 日  改正 
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非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款 
 

１．約款の趣旨 

(1) この約款は、お客さまが租税特別措置法（以下「法」といいます。）第９条の８に規定する非課税

口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および法第37条の14に規定する非課税口座内の少額

上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例（以下「特例」といいます。）の適用を受けるため、兵

庫県信用組合（以下「当組合」といいます。）に開設された非課税口座について、法第37条の14第５

項第２号、第４号および第６号に規定する要件および当組合との権利義務関係を明確にするためのも

のです。 

(2) お客さまと当組合との間における、非課税口座等での取引等の内容や権利義務に関する事項につい

ては、各種法令およびこの約款に定めがある場合を除き、当組合の投資信託取引約款・規定集に基づ

き取扱うものとします。 

 

２．非課税口座開設届出書等の提出 

(1) お客さまが特例の適用を受けるためには､当該特例の適用を受けようとする年の８月20日（同日が

非営業日の場合は前営業日）までに、当組合に対して法第37条の14第５項第１号、第10項および第19

項に基づき｢非課税口座開設届出書｣（既に当組合以外の証券会社または金融機関において非課税口座

を開設しており、新たに当組合に非課税口座を開設しようとする場合には、｢非課税口座開設届出書｣

に加えて｢非課税口座廃止通知書｣または｢勘定廃止通知書｣、既に当組合に非課税口座を開設している

場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、｢非課税口座廃止通知書｣または｢勘定廃

止通知書｣）を提出するとともに、当組合に対して租税特別措置法施行規則第18条の15の3第19項にお

いて準用する租税特別措置法施行規則第18条の12第３項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ、

当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号（お客さまが租税特別措置法

施行令第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所）を告知し、法その

他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。 

  ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設し

ようとする年（以下「再開設年」といいます。）または特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定

を再設定しようとする年（以下「再設定年」といいます。）の前年10月１日から再開設年または再設

定年の９月30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合に

おいて、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の

属する年分の特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定に上場株式等（当組合が取扱う国内非上場

公募株式投資信託受益権に限ります。以下「株式投資信託」といいます。）の受入れが行われていた

場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の９月30日までの間は当該廃止通知書を

受理することができません。 

(2) 非課税口座を開設したことがある場合には、｢非課税口座廃止通知書｣または｢勘定廃止通知書｣が添

付されている場合を除き、当組合および他の証券会社もしくは金融機関に｢非課税口座開設届出書｣の

提出をすることはできません。 

(3) お客さまが特例の適用を受けることをやめる場合には､法第37条の14第16項に規定する「非課税口

座廃止届出書」を提出してください。 

 (4) 当組合が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号

に該当するとき、当組合はお客さまに法第37条の14第５項第10号に規定する「非課税口座廃止通知

書」を交付します。 

① １月１日から９月30日までの間に受けた場合 

非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の特定累積投資勘定およ

び特定非課税管理勘定が設けられていたとき 

② 10月１日から12月31日までの間に受けた場合 

非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の特定累積投資

勘定および特定非課税管理勘定が設けられることとなっていたとき 



 

-17- 

(5) お客さまが当組合の非課税口座に設けられるべき特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定を他

の証券会社もしくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該特定累積投資勘定および特

定非課税管理勘定が設けられる日の属する年（以下「設定年」といいます。）の前年10月１日から設

定年の９月30日までの間に、法第37条の14第13項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提

出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の特定累積投資勘定または

特定非課税管理勘定に株式投資信託の受入れが行われていた場合には、当組合は当該変更届出書を受

理することができません。 

(6) 当組合は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年にかかる特定累積投資勘定および

特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には、当該特定累積投資勘定および特定非課税管理勘

定を廃止し、お客さまに法第37条の14第５項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。 

 

３．非課税管理勘定の設定 

(1) 特例の適用を受けるための非課税管理勘定（この契約に基づき当該口座に記載または記録がされる

株式投資信託につき､当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、

2014年から2023年までの各年（累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において｢勘

定設定期間内の各年｣といいます。）に設けられるものをいいます｡以下同じ。）は、勘定設定期間内

の各年においてのみ設けられます。 

(2) 前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の１月１日（「非課税口座開設届出書」が年

の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日）に

おいて設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税

務署長から当組合にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができ

る旨等の提供があった日（非課税管理勘定を設定しようとする年の１月１日前に提供があった場合に

は、同日）において設けられます。 

 

３の２．累積投資勘定の設定 

(1) 特例の適用を受けるための累積投資勘定（この契約に基づき当該口座に記載または記録がされる株

式投資信託につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018

年から2023年までの各年（非課税管理勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において｢勘定

設定期間内の各年｣といいます。）に設けられるものをいいます。以下同じ。）は、勘定設定期間内

の各年においてのみ設けられます。 

(2) 前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の１月１日（｢非課税口座開設届出書｣が年の中

途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日）におい

て設けられ、｢非課税口座廃止通知書｣または｢勘定廃止通知書｣が提出された場合は、所轄税務署長か

ら当組合にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提

供があった日（累積投資勘定を設定しようとする年の１月１日前に提供があった場合には、同日）に

おいて設けられます。 

 

３の３．特定累積投資勘定の設定 

(1) 特例の適用を受けるための特定累積投資勘定（この契約に基づき当該口座に記載または記録がされ

る株式投資信託につき､当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をい

います｡以下同じ。）は2024年以後の各年（以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といい

ます。）において設けられます。 

(2) 前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の１月１日（「非課税口座開設届出書」が

年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日）

において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄

税務署長から当組合にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への特定累積投資勘定の設定が

できる旨等の提供があった日（特定累積投資勘定を設定しようとする年の１月１日前に提供があった

場合には、同日）において設けられます。 

 



 

-18- 

３の４．特定非課税管理勘定の設定 

特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定（この契約に基づき当該口座に記載または記録がされ

る株式投資信託につき､当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいい

ます｡以下同じ。）は第３条の３の特定累積投資勘定と同時に設けられます。 

 

４．非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定における処理 

(1) 非課税上場株式等管理契約に基づいた株式投資信託の振替口座簿への記載または記録は、非課税口

座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。 

(2) 非課税累積投資契約に基づいた株式投資信託の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座に設

けられた累積投資勘定において処理いたします。 

(3) 特定非課税累積投資契約に基づいた株式投資信託の振替口座簿への記載または記録は、非課税口座

に設けられた特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において処理いたします。 

 

５．非課税管理勘定に受入れる株式投資信託の範囲 

当組合は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる株式投資信託

（当該非課税口座が開設されている当組合の営業所にかかる振替口座簿に記載または記録がされるもの

に限り、「（非課税口座）継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「（非課税口座）

帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした株式投資信託で①、②に掲げるものを除きます。）

のみを受入れます。 

① 次に掲げる株式投資信託で、３．(2)に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する

年の12月31日までの間に受入れた株式投資信託の取得対価の額（イの場合、購入した株式投資信託

についてはその購入の対価の額をいい、ロの移管により受入れた株式投資信託についてはその移管

にかかる払出し時の金額をいいます。）の合計額が120万円（②により受入れた株式投資信託があ

る場合には、当該株式投資信託の移管にかかる払出し時の金額を控除した金額）を超えないもの 

イ 非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当組合が行う募集に

より取得をした株式投資信託で、その取得後ただちに非課税口座に受入れられるもの 

ロ 他年分非課税管理勘定（当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理

勘定をいいます。以下、この条において同じ。）から租税特別措置法施行令第25条の13第10項各

号の規定に基づき移管がされる株式投資信託（②に掲げるものを除きます。） 

② 租税特別措置法施行令第25条の13第11項により読み替えて準用する同条第10項各号の規定に基づ

き、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の１月１日か

ら５年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる株式投資信託  

③ 租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する株式投資信託 

 

５の２．累積投資勘定に受入れる株式投資信託の範囲 

  当組合は、お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客さまが当組合と締結し

た累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる株式投資信託（定期的に継続して取得することにより個

人の財産形成が促進されるものとして、公社債投資信託以外の証券投資信託にかかる委託者指図型投資

信託約款において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財

務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、「（非課税口座）継続適用届出書」の提出をしたお

客さまが出国をした日から「（非課税口座）帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした株式

投資信託で①に掲げるものを除きます。）のみを受入れます。 

① ３の２．(2)に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受

入れた株式投資信託の取得対価の額（購入した株式投資信託についてはその購入の対価の額をいい

ます。）の合計額が40万円を超えないもの 

② 租税特別措置法施行令第25条の13第22項において準用する同条第12項第１号、第４号および第11

号に規定する株式投資信託 
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５の３．特定累積投資勘定に受入れる株式投資信託の範囲 

当組合は、お客さまの非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客さまが当組合と締

結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる株式投資信託（定期的に継続して取得することによ

り個人の財産形成が促進されるものとして、公社債投資信託以外の証券投資信託にかかる委託者指図型

投資信託約款において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣

が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、「（非課税口座）継続適用届出書」の提出をし

たお客さまが出国をした日から「（非課税口座）帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした

株式投資信託で①に掲げるものを除きます。）のみを受入れます。 

① 第３条の３第２項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日まで

の間に受入れた株式投資信託の取得対価の額（株式投資信託の購入の代価の額をいいます。）の合

計額が120万円を超えないもの（当該株式投資信託を当該特定累積投資勘定に受入れた場合に、当

該合計額、同年において特定非課税管理勘定に受入れている株式投資信託の取得対価の額の合計額

および特定累積投資勘定基準額（特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定に前年に受入れてい

る株式投資信託の購入の代価の額等をいいます。）の合計額が1,800万円を超えることとなるとき

における当該株式投資信託を除きます。） 

② 租税特別措置法施行令第25条の13第29項において準用する同条第12項第1号、第4号および第11号

に規定する株式投資信託 

 

５の４．特定非課税管理勘定に受入れる株式投資信託の範囲 

(1) 当組合は、お客さまの非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる株式投

資信託（当該非課税口座が開設されている当組合の営業所にかかる振替口座簿に記載または記録がさ

れるものに限り、「（非課税口座）継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から

「（非課税口座）帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした株式投資信託で①、②に掲げ

るものを除きます。）のみを受入れます。 

① 特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当組合で募集によ

り取得をした株式投資信託で、その取得後ただちに非課税口座に受入れられるもので、受入れた株

式投資信託の取得対価の額（株式投資信託の購入の代価の額をいいます。）の合計額が240万円を

超えないもの（当該株式投資信託を当該特定非課税管理勘定に受入れた場合において、次に掲げる

場合に該当することとなるときにおける当該株式投資信託を除きます。） 

イ 当該合計額および特定非課税管理勘定基準額（特定非課税管理勘定に前年に受入れている株式

投資信託の購入の代価の額等をいいます。）の合計額が1,200万円を超える場合 

ロ 当該期間内の取得対価の合計額、その年において特定累積投資勘定に受入れている株式投資信

託の取得対価の額の合計額および特定累積投資勘定基準額の合計額が1,800万円を超える場合 

② 租税特別措置法施行令第25条の13第31項において準用する同条第12項各号に規定する株式投資信 

 託 

(2) 特定非課税管理勘定には、次の各号に定める株式投資信託を受入れることができません。 

① 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で、投資信託及び投資法人に関する法律第４条第１

項に規定する委託者指図型投資信託約款において法人税法第61条の５第１項に規定するデリバティ

ブ取引にかかる権利に対する投資（法第25条の13第15項第２号に規定する目的によるものを除きま

す。）として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める

事項が定められているもの 

② 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で委託者指図型投資信託約款に租税特別措置法施行

令第25条の13第15項第１号および第３号の定めがあるもの以外のもの 

 

６．譲渡の方法 

非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿へ

の記載または記録がされている株式投資信託の譲渡は、法第37条の11第４項第１号に規定する事由によ

る株式投資信託の譲渡について、当該譲渡にかかる金銭の交付が当組合を経由して行われる方法により

行うものとします。 
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７．非課税口座での取引である旨のお申し出 

(1) お客さまが受入期間内に、当組合での募集により取得した株式投資信託を当該非課税口座に受入れ

ようとする場合には、当該取得にかかる申込み等を行う際に、当組合に対して非課税口座での取引で

ある旨お申し出ください。当該お申し出がない場合は、特定口座または一般口座に受入れさせていた

だきます。（特定口座による取引は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。） 

(2) 前項の規定により、当該非課税口座に受入れようとする場合（自動継続投資約款６．およびしんく

み投資信託自動積立規定４．(1)の規定により取得するものを含みます。）において、受入期間内に

既に受入れた株式投資信託の取得対価の額と新たな注文時取得対価の額の合計額が、特定累積投資勘

定で120万円を超える場合、または特定非課税管理勘定で240万円を超える場合、当該新たな注文時取

得対価額にかかる取引を非課税口座で行うことはできません。その場合、特定非課税管理勘定に受入

れようとしたもの、および特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定で受入れようとしたもののう

ち自動継続投資約款６．の規定により取得するものは、特定口座または一般口座に受入れさせていた

だき、しんくみ投資信託自動積立規定４．(1)の規定により取得するものは、翌年分の特定累積投資

勘定または特定非課税管理勘定への受入れが可能となるまで取得を休止させていただきます。 

なお、特定累積投資勘定を利用した「しんくみ投資信託自動積立サービス」の申込みは、取得対価

の額の年間合計額（当該申込みにかかる契約を締結する日が年の途中である場合は、当該契約を締結

する日の属する年の１月１日に設定されたものとみなして計算した合計額。当該契約が複数ある場合

は、合計額の合算。）が120万円を超えると見込まれる契約のお申込みはできません。 

(3) お客さまが非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の株式投資信託を保有されている場

合であって、非課税口座で保有している株式投資信託を譲渡されるときは、非課税口座に受入れてい

る株式投資信託のお取引である旨および非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特

定非課税管理勘定のいずれに受入れている株式投資信託を譲渡するかをお申し出ください。 

なお、お客さまが当組合の非課税口座の同じ勘定で保有されている株式投資信託の一部を譲渡され

る場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。 

 

８．非課税口座内株式投資信託の払出しに関する通知 

(1) 法第37条の14第４項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの株式投資信託の全部または一

部の払出し（振替によるものを含むものとし、５．①ロおよび②に規定する移管にかかるもの、租税

特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する事由にかかるものならびに特定口座への移管にか

かるものを除きます。）があった場合（同項各号に規定する事由により取得する株式投資信託で非課

税管理勘定に受入れなかったものであって、非課税管理勘定に受入れた後ただちに当該非課税管理勘

定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを

含みます。）には、当組合は、お客さま（相続または遺贈（贈与をした者の死亡により効力を生ずる

贈与を含みます。）による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座にかかる非

課税口座内株式投資信託であった株式投資信託を取得した者）に対し、当該払出しのあった株式投資

信託の法第37条の14第４項に規定する払出し時の金額および数、その払出しにかかる同項各号に掲げ

る事由およびその事由が生じた日等を書面により通知いたします。 

(2) 法第37条の14第４項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの株式投資信託の全部または一部

の払出し（振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第22項において準用す

る同条第12項第１号、第４号および第11号に規定する事由にかかるものならびに特定口座への移管に

かかるものを除きます。）があった場合（同項第１号、第４号および第11号に規定する事由により取

得する株式投資信託で累積投資勘定に受入れなかったものであって、累積投資勘定に受入れた後ただ

ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったもの

とみなされるものを含みます。）には、当組合は、お客さま（相続または遺贈（贈与をした者の死亡

により効力を生ずる贈与を含みます。）による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により

当該口座にかかる非課税口座内株式投資信託であった株式投資信託を取得した者）に対し、当該払出

しがあった株式投資信託の法第37条の14第４項に規定する払出し時の金額および数、その払出しにか

かる同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面により通知いたします。 
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(3) 法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの株式投資信託の全部または

一部の払出し（振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第29項において準

用する同条第12項第1号、第4号および第11号に規定する事由にかかるものならびに特定口座への移管

にかかるものを除きます。）があった場合（同項第1号、第4号および第11号に規定する事由により取

得する株式投資信託で特定累積投資勘定に受入れなかったものであって、特定累積投資勘定に受入れ

た後ただちに当該特定累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出し

があったものとみなされるものを含みます。）には､当組合は、お客さま（相続または遺贈（贈与を

した者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。）による払出しがあった場合には、当該相続また

は遺贈により当該口座にかかる非課税口座内株式投資信託であった株式投資信託を取得した者）に対

し､当該払出しがあった株式投資信託の法第37条の14第４項に規定する払出し時の金額および数､その

払出しにかかる同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面により通知いたします。 

(4) 法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの株式投資信託の全部また

は一部の払出し（振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第31項において

準用する同条第12項各号に規定する事由のものおよび特定口座への移管にかかるものを除きます。）

があった場合（同項各号に規定する事由により取得する株式投資信託で特定非課税管理勘定に受入れ

なかったものであって、特定非課税管理勘定に受入れた後ただちに当該特定非課税管理勘定が設けら

れた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。）

には､当組合は、お客さま（相続または遺贈（贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みま

す。）による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座にかかる非課税口座内株

式投資信託であった株式投資信託を取得した者）に対し､当該払出しのあった株式投資信託の法第37

条の14第４項に規定する払出し時の金額および数､その払出しにかかる同項各号に掲げる事由および

その事由が生じた日等を書面により通知いたします。 

 

９．非課税管理勘定終了時の取扱い 

(1) 本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の

属する年の１月１日以降５年を経過する日に終了いたします。 

(2) 前項の終了時点で、非課税管理勘定にかかる株式投資信託は、次のいずれかにより取扱います。 

  なお、「（非課税口座）継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「（非課税口 

  座）帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管 

いたします。 

① お客さまから非課税管理勘定の終了する年の11月30日までに当組合に対して租税特別措置法施行

令第25条の13第８項第２号に規定する「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等

移管依頼書」の提出があった場合またはお客さまが当組合に特定口座を開設していない場合 

    一般口座への移管 

② 前各号に掲げる場合以外の場合 

    特定口座への移管 

 

９の２．累積投資勘定終了時の取扱い 

(1) 本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属す

る年の１月１日以降20年を経過する日に終了いたします。 

(2) 前項の終了時点で、累積投資勘定にかかる株式投資信託は、次のいずれかにより取扱うものとしま

す。なお、「（非課税口座）継続適用届出書」の提出をしたお客さまが出国をした日から「（非課税

口座）帰国届出書」の提出があった日までの間に累積投資勘定が終了した場合は、一般口座へ移管い

たします。 

 ① お客さまから累積投資勘定の終了する年の11月30日までに当組合に対して租税特別措置法施行令

第25条の13第８項第２号に規定する「特定口座以外の他の保管口座への非課税口座内上場株式等移

管依頼書」の提出があった場合またはお客さまが当組合に特定口座を開設していない場合 

   一般口座への移管 

 



 

-22- 

 ② 前号に掲げる場合以外の場合 

   特定口座への移管 

 

10．累積投資勘定を設定した場合の所在地確認 

 (1) 当組合は、お客さまから提出を受けた２．(1)の｢非課税口座開設届出書｣（｢非課税口座開設届出

書｣の提出後に氏名または住所の変更にかかる｢非課税口座異動届出書｣の提出があった場合には、当

該｢非課税口座異動届出書｣をいいます。）に記載されたお客さまの氏名および住所が、次の各号に掲

げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日（お客さまが初めて

非課税口座に累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後５年を経過した日

ごとの日をいいます。）から１年を経過する日までの間（以下、｢確認期間｣といいます。）に確認い

たします。 

ただし、当該確認期間内にお客さまから氏名、住所または個人番号の変更にかかる「非課税口座異

動届出書」の提出を受けた場合および「（非課税口座）継続適用届出書」の提出をしたお客さまか

ら、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に「（非課税口座）帰国届出書」の提出を受け

なかった場合を除きます。 

  ① 当組合がお客さまから租税特別措置法施行規則第18条の15の３第６項に規定する住所等確認書類

の提示を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 

当該住所等確認書類に記載された当該基準経過日における氏名および住所 

② 当組合からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名

および住所を記載して、当組合に対して提出した場合 

お客さまが当該書類に記載した氏名および住所 

 

11.特定累積投資勘定を設定した場合の所在地確認 

(1) 当組合は、お客さまから提出を受けた２．(1)の「非課税口座開設届出書」（「非課税口座開設届

出書」の提出後に氏名または住所の変更にかかる「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、

当該「非課税口座異動届出書」をいいます。）に記載されたお客さまの氏名および住所が、次の各号

に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日（お客さまが初

めて非課税口座に特定累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後５年を経

過した日ごとの日をいいます。）から１年を経過する日までの間（以下「確認期間」といいます。）

に確認いたします。 

ただし、当該確認期間内にお客さまから氏名、住所または個人番号の変更にかかる「非課税口座異

動届出書」の提出を受けた場合および「（非課税口座）継続適用届出書」の提出をしたお客さまから、

出国をした日から当該１年を経過する日までの間に「（非課税口座）帰国届出書」の提出を受けなか

った場合を除きます。 

① 当組合がお客さまから租税特別措置法施行規則第18条の15の３第６項に規定する住所等確認書類

の提示を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 

当該住所等確認書類に記載された当該基準経過日における氏名および住所 

② 当組合からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名

および住所を記載して、当組合に対して提出した場合 

お客さまが当該書類に記載した氏名および住所 

(2) 前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名および住所が確認できなか

った場合（前項ただし書の規定の適用があるお客さまを除きます。）には、当該確認期間の終了の日

の翌日以後、お客さまの非課税口座にかかる特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定に株式投資

信託の受入れを行うことはできなくなります。 

ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの氏名および住所を確認できた場合

またはお客さまから氏名、住所または個人番号の変更にかかる「非課税口座異動届出書」の提出を受

けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。 
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12．届出事項の変更 

(1) 非課税口座開設届出書等の提出後に、当組合に届出いただいた氏名、住所その他の届出事項に変更

があったときには、お客さまはただちに「非課税口座異動届出書」（租税特別措置法施行令第25条の

13の２に規定されるものをいいます。）を当組合の取扱店に提出してください。また、その変更が氏

名または住所にかかるものであるときは、お客さまから住民票の写し、国民年金手帳、運転免許証そ

の他一定の書類を提示いただき、確認をさせていただきます。 

(2) 非課税口座を開設している当組合の取扱店の変更（移管）があったときは、租税特別措置法施行令

第25条の13の２の規定により、ただちに｢非課税口座移管依頼書｣を当組合の取扱店に提出してくださ

い。 

 

13. 手数料 

累積投資勘定および特定累積投資勘定による株式投資信託のお取引については、販売および解約（信

託財産留保額を除きます。）にかかる手数料、ならびに取引口座の管理、維持等にかかる口座管理料は

いただいておりません。 

 

14. 非課税口座の開設について 

当組合がお客さまから｢非課税口座開設届出書｣の提出を受けた場合、当組合は、当該届出書の提出を

受けた日に特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定を非課税口座に設定いたしますが、当組合にお

いては、所轄税務署長から当組合にお客さまの非課税口座の開設ができる旨の提供があった日まで、お

客さまから株式投資信託の買付け等にかかる注文等を受付けないことといたします。 

 

15．契約の解除 

次の各号のいずれかの事由が発生したときは、それぞれに掲げる日に、この契約は解除されます。 

① お客さまが当組合に対して、法37条の14第16項に定める｢非課税口座廃止届出書｣を提出されたと 

き 

 当該提出日 

② お客さまが当組合に対して、法37条の14第22項第1号に定める「（非課税口座）継続適用届出書」 

 を提出された日から起算して５年を経過する日の属する年の12月31日までに法第37条の14第24項に 

定める「（非課税口座）帰国届出書」の提出をされなかったとき 

 法37条の14第26項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日 

 （５年経過する日の属する年の12月31日） 

③ お客さまが当組合に対して、法第37条の14第22項第2号に定める｢出国届出書｣を提出されたとき  

出国日 

④ 非課税口座を開設しているお客さまが、出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居

住者に該当しないこととなったとき（「（非課税口座）継続適用届出書」を提出した場合を除きま

す。）  

法第37条の14第26項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日

（出国日） 

⑤ お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈（贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含

みます。）の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の５に定める｢非課税口座開設者

死亡届出書｣の提出があったとき  

当該非課税口座開設者が死亡した日 

⑥ やむを得ない事由により、当組合が解約を申し出たとき  

当組合が定める日 

 

16. 免責事項 

お客さまが12．の変更手続きを怠ったこと、その他の当組合の責めによらない事由により、非課税口

座にかかる税制上の取扱い等に関しお客さまに生じた損害については、当組合はその責めを負わないも

のとします。 
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17．合意管轄 

この約款に関するお客さまと当組合との間の訴訟については、当組合の本店または支店の所在地を管

轄する裁判所の中から、当組合が管轄裁判所を指定できるものとします。 

 

18．この約款の変更 

この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法548条の４

の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の約款の内容ならびにその効力

発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当組合ホームページまたはその他相当の方法により周知し

ます。 

以 上 

 

平成２５年１０月 １ 日 制定 

 平成２６年 １ 月 １ 日 改正 

 平成２７年 １ 月 １ 日  改正 

 平成２８年 １ 月 １ 日 改正 

 平成２９年 ７ 月１４日 改正 

 平成２９年１０月 １ 日 改正 

 平成２９年１２月 ７ 日  改正 

 平成３０年１１月１２日 改正 

 令和 １ 年１０月１１日 改正 

令和 ２ 年 ４ 月 １ 日 改正 

 令和 ３ 年 ４ 月 １ 日 改正 

 令和 ６ 年 １ 月 １ 日 改正 
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しんくみ投資信託自動積立規定 
 

１．この規定の趣旨 

(1) この規定は、お客さまと兵庫県信用組合（以下「当組合」といいます。）との間の「しんくみ投資

信託自動積立サービス」（以下「本サービス」といいます。）に関する取り決めです。 

(2) この規定に別段の定めがないときには、対象となる投資信託受益権（以下「投資信託」といいま

す。）の交付目論見書（投資信託説明書）およびお客さまと当組合との間の投資信託取引約款、自動

継続投資約款その他約款・規定ならびに関係法令等に従って取扱います。 

 

２．しんくみ投資信託自動積立サービス 

本サービスは、毎月10日または25日のいずれかのお客さまが指定する日（以下「指定引落日」といい

ます。）に、お客さまがあらかじめ指定した金額（以下「指定引落金額」といいます。）を、お客さま

が「投資信託取引約款」の規定により指定した預金口座（以下「指定預金口座」といいます｡）から引

落し、お客さまが指定する投資信託（以下「指定商品」といいます。）を取得する取引をいいます。 

 

３．申込方法 

(1) 本サービスのお申込みは、当組合所定の申込書に必要事項を記入し、お届出印を押印のうえ、「投

資信託取引約款」に規定する「取扱店」（以下「取扱店」といいます。）に提出してください。 

(2) 本サービスのお申込みができる投資信託は、自動継続投資約款で規定する自動継続（累積）投資対

象商品とします。 

(3) (1)のお申込みにあたっては、自動継続投資約款で規定する自動継続（累積）投資契約を締結し、

累積投資講座を開設していただきます。ただし、すでに自動継続（累積）投資契約が締結済であると

きはこの限りではありません。 

 

４．自動積立の時期、金額等 

(1) 当組合では、お客さまの提出される申込書に従い、指定引落日に指定引落金額を指定預金口座から

引落したうえ､所定の買付日に当該指定引落金額から手数料等（購入時手数料および消費税等）を差

引いた残額により、指定商品の買付けを行います｡この場合、当該預金規定に定める手続きを不要と

します。 

(2) 指定引落日が当組合の休業日の場合、翌営業日を指定引落日とします。 

(3) 買付日が指定商品の交付目論見書（投資信託説明書）において買付申込不可日とされている日にあ

たる場合は､その翌営業日を買付日とします。なお、指定引落日から買付日まで、指定引落金額は当

組合においてお預かりしますが、当該お預かりした金銭に対しては、利子等の対価はお支払いしませ

ん。 

(4) 買付日は指定引落日から起算して５営業日目とします。 

(5) 指定引落金額は、１万円以上１千円単位とします。ただし、お客さまが「非課税上場株式等管理、

非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する規定」に基づき、非課税口座に設けられた特定累

積投資勘定での取引（以下「つみたて投資枠」といいます。）での買付けをされる場合には、当該指

定商品の毎月の指定引落金額（購入の代価の額）の年間合計額（つみたて投資枠で複数銘柄の買付け

を申込まれる場合は、申込む全銘柄の毎月の振替額の年間合計額）が１２０万円を超えることとなる

ような振替額の指定はできないものとします。 

(6) 年２回以内で、お客さまが指定する月の指定引落金額を､１万円以上１千円単位で増額することが

できます。ただし、お客さまがつみたて投資枠での買付けをされる場合には、つみたて投資枠で買付

けしようとする全銘柄についての(5)の毎月の指定引落金額と増額分との年間合計額が１２０万円を

超えることとなるような増額の指定はできません。 

 

５．手数料等 

指定商品の買付けに必要な手数料等（購入時手数料および消費税等）は、指定引落金額から当組合へ

お支払いいただきます。 
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６．残高不足時の取扱い 

(1) 指定引落日における、指定預金口座の残高が当該指定引落金額に満たないときは､指定商品の買付

けは行わないものとします｡ 

(2) 引落しの結果、指定預金口座が総合口座貸越、カードローン、当座貸越になるときは、指定商品の

買付けは行わないものとします｡ 

(3) 本サービスにかかる複数の指定商品の引落しを同一指定引落日に行う場合､その指定預金口座の残

高が当該指定引落金額の合計金額に満たないときは、指定商品の買付けは一切行わないものとします｡ 

(4) (1)、(2)、(3)について、お客さまへ買付けが行われなかったことについての通知はしません。 

 

７．取引内容の報告 

本サービスにかかる指定商品の買付けについては､取引報告書を発行せず、取引残高報告書にて定期

的に取引内容を報告します。 

 

８．指定商品の追加・届出事項の変更 

(1) 指定商品を追加するとき、または本サービスにかかる届出事項を変更するときは､当組合所定の申

込書を取扱店に提出してください。 

(2) 指定商品を変更するときは、その時点における申込内容をいったん終了のうえ、新たに当組合所定

の申込書を取扱店に提出してください。 

(3) (1)、(2)は、適用される指定引落日の10営業日前までにお申出ください。 

 

９．取扱いの停止 

当組合は、次のやむを得ない事情により、本サービスにかかる取扱いを一時的に停止することがあります。 

① 指定商品にかかる投資信託委託会社が､財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止したとき 

② 災害･事変その他の不可抗力と認められる事由により、当組合が本サービスにかかる取扱いを提供

できないとき 

③ その他当組合がやむを得ない事情により本サービスにかかる取扱いの提供を停止せざるを得ない

と判断したとき 

 

10．解 約 

(1) 本サービスを解約するときは､当組合所定の申込書を取扱店に提出してください。 

(2) (1)の解約の申出は、指定引落日の10営業日前までに行ってください。 

(3) ６．(1)、(2)、(3)いずれかに該当することが引続き６ヵ月以上継続する場合、本サービスを解約

させていただくことがあります。 

(4) 次のいずれかに該当する場合には、当組合はいつでも本サービスを解約することができるものとします。 

① お客さまが､指定預金口座または「証券振替決済口座管理規定」に定める振替決済口座を解約した

とき 

② お客さまについて相続の開始があったとき 

③ 指定商品である投資信託が償還されたとき 

④ やむを得ない事情により当組合が解約を申し出たとき 

 

11．規定の変更 

 この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法548条の４ 

の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力 

発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当組合ホームページまたはその他相当の方法により周知し

ます。 

 

 

以 上  
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平成２０年１０月 １ 日 制定 

平成２１年 ４ 月 １ 日 改正 

平成２７年 １ 月 １ 日  改正 

平成２７年 ７ 月 １ 日 改正 

令和 ２ 年 ４ 月 １ 日 改正 

令和 ６ 年１１月 １ 日  改正 
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自動継続投資約款 

 

１．約款の趣旨 

 (1) この約款は、お客さまと兵庫県信用組合（以下「当組合」といいます。）との間の、当組合で取扱

う投資信託受益権（以下「投資信託」といいます。）のうち別に定める自動継続（累積）投資対象商

品（以下「対象商品」といいます。）にかかる自動継続（累積）投資契約に関する取り決めです。 

  (2) 当組合は、この約款に従って対象商品の自動継続（累積）投資契約(以下「契約」といいます。)を

お客さまと締結します。 

  (3) この約款に別段の定めがないときには、当該対象商品の交付目論見書（投資信託説明書）およびお

客さまと当組合との間の投資信託取引約款その他約款・規定ならびに関係法令等に従って取扱います。 

 

２．申込方法 

  (1) この契約のお申込みは、お客さまが当組合所定の申込書に必要事項を記入のうえ、記名押印し、こ

れを対象商品の取扱いをしている当組合の本支店(以下「取扱店」といいます。)に提出することによ

って、契約を申込むものとします。 

  (2) この契約が締結されたときは、当組合はただちに自動継続（累積）投資口座（以下「累積投資口座」

といいます。）を開設し、この約款と申込書のお客さま控を交付または送付します。 

  (3) (1)の申込書に使用された印章および記載された氏名または名称、代理人、住所等をもってお客さ

まのお届けの印鑑、氏名または名称、代理人、住所等とします。ただし、お届出の印鑑は、指定預金

口座と同一の印章に限ります。 

 

３．金銭の払込み 

(1) お客さまが自動継続（累積）投信取引により対象商品を取得する場合、１回の払込みについては金

額指定の方法によるものとし、対象商品ごとに当組合が別に定める申込単位の金銭（当初元本価額１

口＝１円)をその口座に払込むものとします。 

(2) 「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款」に基づき、お

客さまが、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定（以下「つみたて投資枠」といいます。）また

は特定非課税管理勘定（以下「成長投資枠」といいます。）において、自動継続（累積）投資取引に

より取得の申込みができる対象商品は別に定めるものとします。 

(3) 「しんくみ投資信託自動積立サービス」による取得の場合は、別に定める「しんくみ投資信託自動

積立規定」によるものとし、つみたて投資枠または成長投資枠を利用した投資信託の積立のお申込み

をされる場合には、「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約

款」にも従うものとします。 

   

４．取得方法、時期および価額 

  (1) 当組合は、お客さまから取得のお申込みのあったとき、当該対象商品をただちに取得します。 

  (2) (1)の購入価額は、対象商品ごとに別に定める日の基準価額とします。 

  (3) 取得された当該対象商品の所有権ならびにその元本またはその収益分配金に対する請求権は、当該

取得日からお客さまに帰属するものとします。 

 

５．口座管理 

  (1) この契約に基づきお客さまが取得した対象商品は、お客さまと当組合との間の証券振替決済口座管

理規定の定めに従い、振替決済口座に記載または記録して管理します。 

  (2) 当組合は、契約にかかる対象商品の管理について、当組合所定の口座管理料を申し受けることがあ

ります。 
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６．収益分配金の再投資 

  (1) ５．の規定により管理される対象商品の収益分配金については、原則として毎計算期間終了日(決

算日)の翌営業日に、お客さまに代わって当組合が受領のうえ、その全額から税金等を差引いた金額

をお客さまの累積投資口座に繰入れ、その金額をもって各計算期間終了日(決算日)の基準価額で、当

該対象商品を取得します。この場合、取得にかかる手数料は無料とします。 

  (2) (1)の最低取得単位は、３．にかかわらず１円以上１円単位とします。 

 

７．収益分配金の再投資の停止・再開等 

 (1) 6.(1)による対象商品の収益分配金の再投資を停止する場合には、当組合所定の書面に必要事項を

記入のうえ、記名押印し、これを当組合の取扱店に提出してください。この場合、当組合は6.(1)に

かかわらず、当該収益分配金を指定預金口座に入金するものとします。 

 (2) (1)で停止した再投資を再開する場合には、当組合所定の書面に必要事項を記入のうえ、記名押印

し、これを当組合の取扱店に提出してください。 

 

８．換 金 

  (1) 当組合は、この契約に基づく対象商品について、お客さまから換金の請求を受けたときは、対象商

品ごとに別に定める日の換金時の基準価額から信託財産留保額、所得税等を差引いた金額で、これを

換金し、その金銭を指定預金口座に入金するものとします。 

  (2) (1)の請求は、当組合所定の手続きによって行うものとします。 

 

９．解 約 

  (1) この契約は、次のいずれかに該当したときに解約されるものとします。 

    ① お客さまから解約のお申し出があったとき 

    ② 振替決済口座が解約されたとき 

  ③ 当組合が自動継続（累積）投資業務を営むことができなくなったとき 

  ④ 対象商品が償還されたとき 

  (2) 当組合は、引続き３ヵ月を超えてこの契約による振替決済口座の残高がない場合には、この契約を

解約させていただくことがあります。 

(3) この契約が解約されたときは、当組合は遅滞なくお客さまの累積投資口座で管理中の金銭について

は指定預金口座に入金するとともに、この契約にかかる投資信託についてはお客さまの指示に従いお

取扱いします。 

 

10．申込事項等の変更 

改名、転居ならびにお届出の印章の変更など申込事項に変更があったとき、またはお届出の印章等を

失ったときは、お客さまはただちに当組合所定の手続きによって取扱店にお届けください。この場合、

当組合所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 

  

11．その他 

当組合は、この契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対

価をお支払いしません。 

 

12．この約款の変更 

  この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の

４の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の約款の内容ならびにその効

力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当組合ホームページまたはその他相当の方法により周知

します。 
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                                                                                   以 上  

 

    平成１８年 ９ 月 １ 日  制定 

平成１９年１０月 １ 日  改正 

平成２１年 ４ 月 １ 日 改正 

平成２５年１１月 １ 日  改正 

平成２６年 ９ 月１７日  改正 

平成２７年 １ 月 １ 日  改正 

平成２７年 ７ 月 １ 日 改正 

平成２８年１１月 １ 日 改正 

平成２９年１１月 １ 日  改正 

平成３０年１１月１２日 改正 

令和 ２ 年 １ 月１４日 改正 

令和 ２ 年 ４ 月 １ 日 改正 

令和 ６ 年１１月 １ 日 改正 

令和 ７ 年 ９ 月 １ 日 改正 

令和 ８ 年 １ 月１６日 改正 
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自動継続（累積）投資対象商品 
 

ファンド名 委託会社名 申込単位 購入価額 換金価額※ 

インデックスファンド２２５ 

アモーヴァ・ア

セットマネジメ

ント株式会社 

5,000円以上１円単位 
買付日当日の

基準価額 

解約日当日の

基準価額 

インデックスファンドＴＳＰ 

アモーヴァ・ア

セットマネジメ

ント株式会社 

１万円以上１円単位 
買付日当日の

基準価額 

解約日当日の

基準価額 

ダイワ･バリュー株･オープン 

大和アセット

マネジメント

株式会社 

１万円以上１円単位 
買付日当日の

基準価額 

解約日当日の

基準価額 

ダイワ好配当日本株投信 

（季節点描） 

大和アセット

マネジメント

株式会社 

１万円以上１円単位 
買付日当日の

基準価額 

解約日当日の

基準価額 

ＭＨＡＭ株式オープン 

アセットマネ

ジメントＯｎ

ｅ株式会社 

１万円以上１円単位 
買付日当日の

基準価額 

解約日当日の

基準価額 

ダイワ日本国債ファンド 

（毎月分配型） 

大和アセット

マネジメント

株式会社 

１万円以上１円単位 
買付日当日の

基準価額 

解約日当日の

基準価額 

ダイワ日本国債ファンド 

（年１回決算型） 

大和アセット

マネジメント

株式会社 

１万円以上１円単位 
買付日当日の

基準価額 

解約日当日の

基準価額 

グローバル・ソブリン・オー

プン（毎月決算型） 

三菱 UFJアセ

ットマネジメ

ント株式会社 

１万円以上１円単位 
買付日翌営業

日の基準価額 

解約日翌営業

日の基準価額 

世界のサイフ 

アモーヴァ・ア

セットマネジメ

ント株式会社 

１万円以上１円単位 
買付日翌営業

日の基準価額 

解約日翌営業

日の基準価額 

ドルマネーファンド 

アセットマネ

ジメントＯｎ

ｅ株式会社 

１万円以上１円単位 
買付日翌営業

日の基準価額 

解約日翌営業

日の基準価額 

ニッセイ高金利国債券ファン

ド 

ニッセイアセ

ットマネジメ

ント株式会社 

１万円以上１円単位 
買付日翌営業

日の基準価額 

解約日翌営業

日の基準価額 

高金利国際機関債ファンド 

（毎月決算型） 

明治安田アセ

ットマネジメ

ント株式会社 

１万円以上１円単位 
買付日翌営業

日の基準価額 

解約日翌営業

日の基準価額 

ハイグレード・オセアニア・

ボンド・オープン 

（毎月分配型） 

大和アセット

マネジメント

株式会社 

１万円以上１円単位 
買付日翌営業

日の基準価額 

解約日翌営業

日の基準価額 

ハイグレード・オセアニア・

ボンド・オープン 

（年１回決算型） 

大和アセット

マネジメント

株式会社 

１万円以上１円単位 
買付日翌営業

日の基準価額 

解約日翌営業

日の基準価額 
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明治安田外国債券オープン

（毎月分配型） 

明治安田アセ

ットマネジメ

ント株式会社 

１万円以上１円単位 
買付日翌営業

日の基準価額 

解約日翌営業

日の基準価額 

Ｏｎｅ J-REITインデックス

ファンド（毎月決算型） 

アセットマネ

ジメントＯｎ

ｅ株式会社 

１万円以上１円単位 
買付日当日の

基準価額 

解約日当日の

基準価額 

ＧＷ７つの卵 

アモーヴァ・ア

セットマネジメ

ント株式会社 

１万円以上１円単位 
買付日翌営業

日の基準価額 

解約日翌営業

日の基準価額 

スマート・アロケーション・

Ｄガード 

大和アセット

マネジメント

株式会社 

１万円以上１円単位 
買付日翌営業

日の基準価額 

解約日翌営業

日の基準価額 

スーパーバランス 

（毎月分配型） 

明治安田アセ

ットマネジメ

ント株式会社 

１万円以上１円単位 
買付日翌営業

日の基準価額 

解約日翌営業

日の基準価額 

ダイワ･マルチアセット･ファ

ンド･シリーズ（奇数月分配

型）安定重視ポートフォリオ 

大和アセット

マネジメント

株式会社 

１万円以上１円単位 
買付日翌営業

日の基準価額 

解約日翌営業

日の基準価額 

ダイワ･マルチアセット･ファ

ンド･シリーズ（奇数月分配

型）インカム重視ポートフォ

リオ 

大和アセット

マネジメント

株式会社 
１万円以上１円単位 

買付日翌営業

日の基準価額 

解約日翌営業

日の基準価額 

ダイワ･マルチアセット･ファ

ンド･シリーズ（奇数月分配

型）成長重視ポートフォリオ 

大和アセット

マネジメント

株式会社 

１万円以上１円単位 
買付日翌営業

日の基準価額 

解約日翌営業

日の基準価額 

 

 

 

【自動積立専用ファンド】 
 

ファンド名 委託会社名 申込単位 購入価額 換金価額※ 

iFree 日経225ｲﾝﾃﾞｯｸｽ 

大和アセット

マネジメント

株式会社 

（自動積立により） 

1万円以上１千円単位 

買付日当日の

基準価額 

解約日当日の

基準価額 

年金積立 Ｊグロース 

アモーヴァ・ア

セットマネジメ

ント株式会社 

（自動積立により） 

1万円以上１千円単位 

買付日当日の

基準価額 

解約日当日の

基準価額 

iFree 8資産バランス    

大和アセット

マネジメント

株式会社 

（自動積立により） 

1万円以上１千円単位 

買付日翌営業

日の基準価額 

解約日翌営業

日の基準価額 

 

※ 換金時に信託財産留保額が徴収されるファンドについては、当該価額から信託財産留保額を差引いた

価額が、実際の換金価額となります。 

以上 
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国債・投資信託取引に関する書面の電子交付規定 
 

１．この規定の趣旨 

この規定は、国債・投資信託取引に関しお客さまへ交付する書面について、電磁的方法により交付す

る場合の取扱いを定めるものです。（以下お客さまが電子交付サービスの画面へログインした後に電磁

的方法により所定の書面を交付することを「電子交付」、また電子交付の対象となる書面を「電子交付

対象書面」といいます。） 

 

２．電子交付対象書面 

取引報告書および再投資報告書、分配金報告書、償還金報告書、取引残高報告書、運用報告書、（特

定口座）譲渡損益計算のご案内、非課税口座内上場株式等払出通知書、支払通知書、特定口座年間取引

報告書、上場株式配当等の支払通知書、ＮＩＳＡ信託報酬実額通知、非課税期間終了のお知らせ、非課

税口座に関するお手続きのご案内、非課税口座開設のご案内、特定累積投資勘定基準額等通知書、その

他兵庫県信用組合（以下「当組合」といいます。）が指定する書面 

ただし、国債取引に関しては、取引残高報告書、（特定口座）譲渡損益計算のご案内、支払通知書、

特定口座年間取引報告書、上場株式配当等の支払通知書、その他当組合が指定する書面を電子交付対象

書面とします。（以下本号に定める電子交付対象書面を「取引報告書等」といいます。） 

 

３．電子交付の方法 

（1）当組合は、次に定める方法により電子交付を行うものとします。 

当組合の使用にかかる電子計算機に備えられたお客さまファイルに記録された取引報告書等にかか

る記載事項を、電気通信回線を通じてお客さまの閲覧に供する方法 

（2）お客さまは、（1）に規定するお客さまファイルに記録された記載事項にかかる取引を最後に行っ

た日から５年間（当該期間が終了する日までの間に当該記載事項にかかる苦情の申出があったときは、

当該期間が終了する日または当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間）は、当該記載事項を

閲覧することができます。 

ただし、当該記載事項をお客さまに書面もしくは他の電子媒体等により交付した場合、またはお客

さまから当該記載事項にかかる消去の指図があった場合は、この限りではありません。 

なお、お客さまが証券振替決済口座を解約された場合、当組合は、お客さまから、電子交付済みの

電子交付対象書面の消去の指図をいただいたものとします。お客さまは、解約前に電子交付された電

子交付対象書面を閲覧することができなくなります。また、解約前に電子交付された電子交付対象書

面については、５．（2）に定めるとおり、紙媒体等での交付はできませんので、解約前に当該書面

をお客さまのパーソナル・コンピューター（以下「ＰＣ」といいます。）またはスマートフォン（以

下「スマホ」といいます。）等に備えられた情報記憶装置に記録（保存）してください。 

（3）お客さまがご利用いただけるＰＣまたはスマホ等は、電子交付対象書面をファイルに記録できるほ

か、当組合所定の機能を有するものに限ります。 

なお、ＰＤＦファイル形式の電子交付対象書面を閲覧していただく場合、当組合所定のＰＤＦ閲覧

ソフトが必要となります。 

（4）お客さまは、電子交付された電子交付対象書面をお客さまのプリンター等で出力することにより、

書面の作成をすることができます。 
（5）お客さまが、電子交付のサービスを利用できる時間は、メンテナンス時間（原則として毎日午前３

：３０から５：３０）を除く時間とします。 

ただし、システム等の障害、補修等によって、当組合は予告なく電子交付のサービスの一部または

全部の提供を一時停止または中止することがあります。 

 

４．電子交付の承諾およびお申込み 

（1）証券振替決済口座の開設を申込みされるお客さまは、紙媒体等による交付をご請求された場合を除

き、お申込みの際に、２．に規定する取引報告書等について、当組合から電子交付を受けることを承
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諾し、お申込みをされたものとし、当組合は、お客さまに取引報告書等を電子交付します。 

（2）（1）の承諾は、お客さまの取引の対象となるすべての電子交付対象書面について、包括的に行わ

れたものとします。 

（3）本規定に基づく電子交付のサービスは無料とします。 

 

５．電子交付対象書面の紙媒体等による交付 

（1）証券振替決済口座を開設されたお客さまが、２．に規定する電子交付対象書面について、紙媒体等

での交付を希望される場合には、当組合所定の手続きをしていただくことにより紙媒体等での交付を

受けていただくことができます。 

なお、この手続きには一定の期間を要し、お客さまは、この手続きが終了するまで紙媒体等による

交付を受けることができず国債・投資信託をご購入いただけない場合があります。 

（2）お客さまがすでに電子交付を受けた電子交付対象書面については、紙媒体等による交付を受けるこ

とができません。 

（3）２．に規定する電子交付対象書面について、お客さまが電磁的方法によらず紙媒体等での交付を求

められる場合には、当組合所定の手数料がかかることがあります。 

（4）２．から４．までの規定にかかわらず、システムトラブルなどにより電磁的方法による交付が行え

ない場合など、当組合の都合により電子交付によらず、紙媒体等により交付させていただく場合があ

ります。 

 

６．電子交付の終了 

（1）当組合は、次の①から④に該当する場合、電子交付を終了します。 

① お客さまから５．（1）の規定により電子交付を終了する旨の申し出があった場合 

② 証券振替決済口座が解約された場合 

③ 止むを得ない事由により当組合が電子交付の終了を申し出た場合 

④ 当組合が電子交付を終了した場合 

（2）法令の変更、監督 

官庁の指示その他必要な事態が発生した場合には、当組合は一旦電子交付を停止し、紙媒体等によ

る交付ができるものとします。 

 

７．免責事項 

当組合は、次の①および②にかかる損害については、その責を負いません。また電子交付に関連して、

当組合は、逸失利益、拡大損害、間接損害その他特別な事情に基づく損害についても、一切責任を負い

ません。 

① 電信または郵便の誤配、遅延等当組合の責に帰すことのできない事由により生じた損害 

② 通信回線、通信機器およびコンピューター・システム機器の障害による、情報伝達の遅延、不能、

誤作動により生じた損害 

 

８．合意管轄 

この規定に関するお客さまと当組合との間の訴訟については、当組合の本店もしくは支店の所在地を

管轄する裁判所または東京地方裁判所の中から、当組合が管轄裁判所を指定できるものとします。 

 

９．規定の変更 

この規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の

４の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の約款の内容ならびにその効

力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットの利用その他相当の方法によ

り周知します。 

以上 

令和７年１２月２７日 制定 


